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１【提出理由】

　平成28年６月29日開催の当社第102回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役10名選任の件

皿澤修一、清水正、村田茂輝、髙山聡、古俣武夫、前田一彦、青木重之、岩崎成俊、相澤益男及び坂

本吉弘の10名を取締役に選任するものであります。

 

第２号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに基本方針に照らして

不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一

つとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の導入について、その重要性に鑑み、株主の

皆様のご承認をお願いするものであります。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案      

取締役10名選任の件      

①　皿澤　修一 152,543 22,812 0 86.99％ 可決

②　清水　正 155,768 19,588 0 88.82％ 可決

③　村田　茂輝 161,110 14,247 0 91.87％ 可決

④　髙山　聡 161,105 14,252 0 91.87％ 可決

⑤　古俣　武夫 161,104 14,253 0 91.87％ 可決

⑥　前田　一彦 161,104 14,253 0 91.87％ 可決

⑦　青木　重之 160,686 14,671 0 91.63％ 可決

⑧　岩崎　成俊 161,109 14,248 0 91.87％ 可決

⑨　相澤　益男 162,094 13,263 0 92.43％ 可決

⑩　坂本　吉弘 162,059 13,298 0 92.41％ 可決

第２号議案      

当社株式の大規模買付行為に関する

対応方針（買収防衛策）承認の件
101,656 73,950 0 57.88％ 可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりであります。

第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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